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は
じ
め
に

　

坪
内
逍
遥
と
と
も
に
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
の
基
礎
を
築
い
た
哲
学
者
、
大
西
祝
（
一
八
六
四
│
一
九
〇
〇
）
は
、
と
き
に
「
日
本
の

カ
ン
ト
」
と
評
さ
れ
る
（
堀
二
〇
〇
二
、
三
七
頁
）。
彼
は
、
理
性
批
判
を
遂
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
認
識
論
上
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回

に
相
当
す
る
視
点
を
提
示
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
道
徳
の
最
上
原
理
を
形
式
的
な
定
言
命
法
に
見
定
め
た
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
永
遠
平

和
を
希
求
し
て
国
際
連
盟
を
構
想
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
哲
学
研
究
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
特
色
に
、
あ
る
い
は
方
向
性
に
、
カ
ン
ト

と
の
類
縁
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

明
治
期
の
西
洋
哲
学
輸
入
に
お
け
る
大
西
の
位
置
は
、
日
本
の
カ
ン
ト
哲
学
研
究
史
に
お
け
る
代
表
的
研
究
者
、
高
坂
正
顕
の
言
に

よ
っ
て
確
認
で
き
る
。

批
評
主
義
と
世
界
市
民
的
倫
理
学

│
│ 

大
西
祝
研
究
の
た
め
に 

│
│

御
子
柴

善

之
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「
大
西
祝
に
至
っ
て
恐
ら
く
我
国
に
初
め
て
カ
ン
ト
的
な
批
判
主
義
の
精
神
が
移
植
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。」（
高
坂
、
二
四
五
頁
）

　

高
坂
は
、
み
ず
か
ら
に
先
行
す
る
哲
学
者
の
所
説
に
対
す
る
大
西
の
批
判
的
態
度
に
注
目
し
、
彼
が
「
知
識
を
論
じ
、
理
性
を
論
じ
て

い
る
と
こ
ろ
」（
高
坂
、
二
五
三
頁
）
に
「
カ
ン
ト
的
批
評
主
義
」
を
見
て
い
る
。
実
際
、
後
に
見
る
と
お
り
、
大
西
の
標
榜
す
る
批
評
主

義
に
は
あ
る
程
度
カ
ン
ト
の
精
神
が
流
入
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
類
の
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。

　

高
坂
は
ま
た
、
大
西
に
先
行
す
る
哲
学
者
、
井
上
哲
次
郎
、
井
上
円
了
、
三
宅
雪
嶺
と
対
比
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
彼
ら
の
思
索
は
学
的
0

0

な
哲
学
と
い
う
に
は
未
だ
遠
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
論
述
は
、
論
証
0

0

と
い
う
よ
り
は
描
写
で
あ
り
、
論
理
的

0

0

0

な

分
析
0

0

や
証
明
0

0

で
は
な
く
し
て
、
美
辞
麗
句

0

0

0

0

を
つ
ら
ね
た
比
喩
0

0

で
あ
り
、
東
西
哲
学
の
綜
合
と
い
っ
て
も
、
そ
の
西
洋
哲
学
の
理
解
そ
の
も
の
が
極
め

て
お
粗
末
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
大
西
祝
に
至
っ
て
西
洋
哲
学
の
理
解
は
漸
く
正
確
さ
を
増
し
、
そ
の
論
述
も
明
ら
か
に
論

理
的
と
な
り
、
人
格
主
義
的
な
理
想
主
義
の
哲
学
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。」（
高
坂
、
二
三
七
頁
：
傍
点
は
高
坂
自
身
に
よ
る
。）

　

高
坂
は
大
西
の
哲
学
に
学
と
し
て
の
哲
学
の
嚆
矢
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
輸
入
元
の
西
洋
哲
学
理
解
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
条

件
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
大
西
博
士
全
集
』
全
七
巻
の
う
ち
、
二
巻
を
占
め
る
浩
瀚
な
『
西
洋
哲
学
史
』（
上
・
下
）
は
、
西
洋
哲
学

受
容
に
お
け
る
彼
の
多
大
な
業
績
の
一
端
を
証
す
る
も
の
で
あ
る１
。
そ
の
早
世
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
大
西

は
、
一
八
九
一
年
に
東
京
専
門
学
校
講
師
に
就
任
し
、
一
八
九
七
年
ま
で
早
稲
田
の
教
壇
に
立
っ
た
。『
西
洋
哲
学
史
』
は
彼
の
早
稲
田

在
職
中
の
仕
事
で
あ
る
。彼
の
思
想
を
検
討
す
れ
ば
、今
日
ま
で
そ
の
根
拠
を
あ
ら
た
め
て
問
う
こ
と
も
な
く
語
ら
れ
る
こ
と
で
、か
え
っ

て
早
稲
田
大
学
に
息
づ
い
て
い
る
多
様
な
精
神
（
た
と
え
ば
進
取
の
精
神
、
学
の
独
立
、
在
野
の
精
神
）
と
の
間
に
響
き
あ
う
も
の
を
発
見
で

き
る
だ
ろ
う
。
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ま
ず
は
家
永
三
郎
の
指
摘
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
小
論
の
視
点
を
定
め
た
い
。

「
我
々
は
日
本
哲
学
史
を
貫
く
二
の
基
本
的
な
類
型
の
対
立
に
大
い
な
る
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
思
想
的
類
型
を
掘
り
出
し
て
行

く
と
き
に
、（
中
略
）
重
要
な
思
想
的
対
立
と
し
て
、
封
建
的
国
家
主
義
的
な
哲
学
と
市
民
的
個
人
主
義
的
な
哲
学
と
の
対
立
を
見
の
が
す
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
。（
中
略
）
井
上
の
哲
学
が
封
建
的
伝
統
の
上
に
立
脚
し
て
い
た
の
に
対
し
、
新
し
い
市
民
的
基
礎
の
上
に
そ
の
哲
学
を
築
い
た
の
は
、

大
西
祝
で
あ
っ
た
。」（
家
永
、
二
一
三
頁
か
ら
二
一
四
頁
、
二
二
〇
頁
）

　

家
永
は
、
こ
こ
で
近
代
日
本
哲
学
の
二
類
型
を
提
示
し
、
東
京
帝
国
大
学
教
授
、
井
上
哲
次
郎
に
代
表
さ
れ
、
和
辻
哲
郎２
に
ま
で
至
る

封
建
主
義
的
・
国
家
主
義
的
哲
学
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
新
し
い
市
民
社
会
に
基
礎
を
も
っ
た
個
人
主
義
的
哲
学
を
挙
げ
、

そ
の
定
礎
者
と
し
て
大
西
祝
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
西
の
立
場
が
、
彼
に
影
響
を
与
え
た
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
と

ど
の
よ
う
に
接
合
す
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
彼
の
思
想
に
世
界
市
民
的
倫
理
学
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
、
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
大
西
の
立
場
で
あ
る
「
批
評
主
義
」
の
内
実
を
検
討
し
、
次
に
、
彼
の
主
著
で
あ
る
『
良
心
起
原
論
』
を
概
観
し
、

い
っ
た
ん
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
世
界
市
民
主
義
に
目
を
向
け
た
上
で
、
最
後
に
、
批
評
主
義
と
良
心
論
と
に
立
脚
し
た
世
界
市
民
的
倫

理
学
を
展
望
し
た
い
。
な
お
、
必
要
な
箇
所
で
、
大
西
が
「
日
本
の
カ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
を
探
り
つ
つ
、
カ
ン
ト
と
大
西
に
お
け

る
そ
の
所
説
の
異
同
に
も
注
意
を
払
う
こ
と
と
す
る
。

一
、
大
西
祝
の
「
批
評
主
義
」

　

大
西
の
思
想
的
立
場
は
批
評
主
義
と
称
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
一
八
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
の
哲
学
者
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（
一
七
二
四

│
一
八
〇
四
）
の
哲
学
と
英
国
の
批
評
家
、
マ
シ
ュ
ー
・
ア
ー
ノ
ル
ド
（
一
八
二
二
│
八
八
）
の
思
想
に
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
立
場
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で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
平
山
一
九
九
七
、
八
七
頁
）。
大
西
は
両
者
の
所
説
に
東
京
大
学
に
お
け
る
学
生
時
代
に
出
会
っ
た
が
、

小
論
で
は
特
に
前
者
に
注
目
し
て
論
じ
る
。
大
西
が
カ
ン
ト
哲
学
を
学
ん
だ
の
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ブ
ッ
セ
（
一
八
六
二
│
一
九
〇
七
）

の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
授
業
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
平
山
一
九
八
九
、
八
九
頁
）。
や
が
て
大
西
と
同
じ
く
早
稲

田
の
教
壇
に
立
ち
、
高
坂
と
同
じ
く
日
本
の
カ
ン
ト
哲
学
研
究
を
代
表
す
る
桑
木
厳
翼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ブ
ッ
セ
こ
そ
が
、「
哲
学
の
研

究
に
学
問
的
の
方
法
形
式
を
具
へ
せ
し
め
た
と
云
ふ
こ
と
、
又
哲
学
を
歴
史
的
に
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
を
説
い
た
」
人

物
な
の
で
あ
る
（
桑
木
、
四
六
頁
）。

（
一
）
批
評
と
建
設

　

さ
て
、
批
評
主
義
に
お
け
る
「
批
評
（
批
判
）」
は
ま
ず
も
っ
て
「
建
設
」
の
対
義
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

カ
ン
ト
は
第
三
に
し
て
最
後
の
批
判
書
で
あ
る
『
判
断
力
批
判
』
を
一
七
九
〇
年
に
刊
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
序
文
末
尾
で
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

「
こ
れ
を
も
っ
て
私
は
私
の
す
べ
て
の
批
判
的
業
務
を
終
え
る
。
私
は
直
ち
に
理
説
的
業
務
に
進
む
つ
も
り
で
あ
る
。」（V

1

３

70

）

　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
批
判
は
「
純
粋
理
性
の
体
系
に
向
け
て
の
予
備
学
」（B25

）
で
あ
り
、
人
間
理
性
の
可
能
性
と
限
界
を
確
定
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
業
務
の
後
に
は
、
独
断
論
を
排
し
た
新
た
な
形
而
上
学
の
建
設
が
待
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
大

西
は
、
新
た
な
学
の
建
設
に
際
し
て
は
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
、
十
分
な
批
評
（
批
判
）
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
と
き

批
評
は
、
そ
の
鉾
先
を
（
従
来
の
学
説
や
新
た
に
輸
入
さ
れ
た
学
説
を
含
む
）
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
向
け
、
と
き
に
破
壊
的
威
力
を
発
揮
し
な
が

ら
も
建
設
の
場
を
拓
く
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
立
場
の
標
榜
は
当
時
の
思
想
界
に
対
す
る
問
題
提
起
で
も
あ
る
。
論
文
「
批

評
的
精
神
」（
一
八
九
三
年
）
か
ら
引
用
し
よ
う
。
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「
我
国
現
今
の
思
想
界
を
観
る
に
、
学
理
的
考
究
、
批
評
的
研
究
の
要
を
唱
へ
な
が
ら
、
膚
浅
の
究
理
、
皮
相
の
批
評
に
満
足
し
て
、
只
管
建
設
を

是
れ
急
が
む
と
す
る
の
傾
向
は
な
き
か
。（
中
略
）

　

我
思
想
界
は
未
だ
批
評
の
時
代
を
超
過
せ
ず
、
否
な
何
の
世
か
批
評
の
時
代
を
超
過
せ
ん
。
批
評
は
進
歩
の
休
せ
ざ
る
と
共
に
休
せ
ざ
る
べ
し
。」

（
大
西
「
批
評
的
精
神
」、
松
本
編
、
一
五
一
頁
か
ら
一
五
二
４頁
）

　

こ
こ
で
大
西
は
、
前
段
に
お
い
て
、
批
評
的
業
務
が
不
十
分
な
ま
ま
に
性
急
に
建
設
へ
と
向
か
う
同
時
代
の
風
潮
に
疑
念
を
呈
し
な
が

ら
、
後
段
に
お
い
て
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
批
評
が
不
十
分
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
も
そ
も
批
評
そ
の
も
の
に
終
結
が
な
い
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
が
現
状
に
停
滞
せ
ず
、
建
設
に
向
か
う
進
歩
の
途
上
に
み
ず
か
ら
を
見
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
批
評
の

営
み
は
無
窮
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
大
西
の
立
場
が
批
評
主
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
所
以
が
あ
る
。
ま
た
、
同
時
に
、
こ
の
引
用
文

で
批
評
の
背
景
に
「
進
歩
」
を
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
彼
の
良
心
論
と
の
関
係
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
。

（
二
）
批
評
と
批
判

　

批
評
を
行
う
に
際
し
て
は
、
そ
の
尺
度
と
な
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
大
西
の
批
評
は
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
向
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
尺

度
は
多
様
な
対
象
面
に
で
は
な
く
主
体
面
に
見
い
だ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
、
論
文
「
方
今
思
想
界
の
要
務
」（
一
八
八
九
年
）

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
思
ふ
に
批
評
の
尺
度
と
な
す
べ
き
も
の
唯
だ
一
あ
る
の
み
、
吾
人
の
道
理
心
是
れ
な
り
。
若
し
吾
人
の
道
理
心
に
し
て
時
に
不
明
な
る
こ
と
あ
り
、

時
に
其
判
断
を
誤
る
こ
と
あ
る
の
故
を
以
て
依
頼
す
可
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
せ
ば
、
世
間
何
物
の
依
頼
す
べ
き
あ
ら
ん
や
。
他
の
事
に
於
い
て
は
他

に
吾
人
の
尊
敬
服
従
す
べ
き
者
あ
ら
ん
。
但
だ
吾
人
が
理
想
の
世
界
に
於
て
は
、
吾
人
の
理
性
は
吾
人
の
至
尊
者
な
り
。
此
至
尊
者
の
承
認
を
経
ざ

る
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
所
謂
る
『
真
実
の
尊
敬
』
を
受
く
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。」（
大
西
、「
方
今
思
想
界
の
要
務
」、
松
本
編
、
一
三
九
頁
）
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大
西
は
、
批
評
す
る
者
の
主
体
面
に
「
道
理
心
」
す
な
わ
ち
「
理
性
」
を
批
評
の
尺
度
と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
間

理
性
は
不
可
謬
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ひ
と
が
現
実
を
記
述
す
る
と
き
、
そ
の
記
述
内
容
は
現
実
に
よ
っ
て
検
証
・
反
証
可
能
で
あ
る
も

の
の
、
ひ
と
が
理
想
を
思
い
描
く
と
き
、
そ
の
指
針
と
な
る
も
の
は
理
性
以
外
に
な
い
。
こ
こ
に
、
大
西
の
理
想
主
義
が
表
れ
て
い
る
。

　

こ
の
論
文
の
冒
頭
に
、
大
西
は
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
第
一
版
へ
の
序
文
に
あ
る
文
章
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト

は
、「
私
た
ち
の
時
代
は
真
の
意
味
で
批
判
の
時
代
で
あ
り
、
す
べ
て
の
こ
と
が
こ
の
批
判
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」（A

X
IA

nm
.

）
と
記

し
て
い
る
。
こ
の
文
を
引
用
し
つ
つ
、
大
西
はK

ritik

の
訳
語
と
し
て
「
批
評
」
を
採
用
す
る
。
彼
の
訳
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
我
等
の
時
代
は
真
に
批
評
の
時
代
な
り
。
事
々
物
々
皆
之
を
批
評
に
伏
せ
ざ
る
を
得
ず
。」（
大
西
、「
方
今
思
想
界
の
要
務
」、
松
本
編
、
一
三
七

頁
）

　

大
西
に
と
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
標
榜
す
る
批
評
主
義
は
、
疑
い
な
く
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
西
の

文
章
に
接
す
る
と
き
、
彼
の
「
批
評
」
と
カ
ン
ト
の
「
批
判
」
と
の
間
に
何
ほ
ど
か
の
間
隙
を
見
出
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
大
西

が
引
用
し
た
第
一
版
序
文
で
カ
ン
ト
自
身
が
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
批
判
と
は
「
書
物
や
体
系
の
批
評
（K

ritik

）」
で
は
な
く
、「
理

性
能
力
一
般
の
批
判
（K

ritik

）」（A
X

II

）
な
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
純
粋
理
性
の
自
己
矛
盾
で
あ
る
二
律
背
反
を
手
が
か
り
に
、

理
性
に
何
が
認
識
で
き
何
が
認
識
で
き
な
い
か
を
分
か
つ
作
業
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
は
批
判
の
主
体
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
批
判
の

客
体
で
も
あ
り
、
理
性
批
判
と
は
総
じ
て
理
性
の
自
己
批
判
な
の
で
あ
る
。
大
西
の
所
説
に
お
い
て
、
理
性
能
力
は
批
判
の
主
体
と
し
て

の
み
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か５
。

　

こ
の
こ
と
は
、
大
西
が
病
ゆ
え
に
断
続
的
に
執
筆
し
た
三
本
の
論
文
、「
理
性
の
権
威
」（
一
八
九
三
年
）、「
理
性
と
は
何
ぞ
や
」（
一
八

九
六
年
）、「
理
性
の
意
義
を
論
ず
」（
同
年
）
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、「
理
を
見
る
の
性
能
」
と
し
て
の
理
性
に
つ

い
て
、
信
仰
と
の
対
比
に
お
い
て
「
信
仰
な
る
者
も
亦
理
性
の
管
轄
内
に
あ
る
べ
き
な
り
」
と
い
う
カ
ン
ト
に
通
じ
る
見
解
が
示
さ
れ
る
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一
方
で
、
理
性
に
推
理
的
理
性
の
ほ
か
に
「
直
覚
的
理
性
」
を
認
め
る
と
い
う
非
カ
ン
ト
的
な
見
解
も
示
さ
れ
る６
。
し
か
し
、
理
性
批
判

と
い
う
カ
ン
ト
の
着
想
に
言
及
す
る
箇
所
は
つ
い
に
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
批
評
主
義
の
貫
徹

　

さ
て
、
大
西
に
よ
る
批
評
の
視
界
に
は
、
学
説
内
容
の
み
な
ら
ず
、
同
時
代
の
諸
問
題
も
入
っ
て
い
る
。
そ
の
視
野
か
ら
生
ま
れ
た
い

く
つ
か
の
論
考
に
は
、「
理
性
に
よ
る
自
由
で
公
開
的
な
吟
味
」（A

X
IA

nm
.

）
を
重
ん
じ
た
カ
ン
ト
と
同
様
に
、
学
問
の
自
由
（
学
の
独
立
）

を
主
張
し
て
止
ま
な
い
彼
の
姿
勢
が
看
て
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
三
年
、
前
述
の
井
上
哲
次
郎
が
論
文
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」

を
発
表
し
、
唯
一
神
を
天
皇
よ
り
上
位
に
置
く
キ
リ
ス
ト
教
が
反
国
家
主
義
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
論
争
、
い
わ
ゆ

る
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論
争
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
衝
突
」
の
本
質
が
、
宗
教
間
の
対
立
に
も
国
家
間
の
対
立
に
も
な
く
、
国
内
に

お
け
る
「
進
取
と
保
守
」
の
対
立
に
あ
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
。

「
現
今
我
国
に
耶
蘇
教
の
入
り
来
た
り
て
種
々
の
事
柄
に
衝
突
し
居
る
は
、
詮
す
れ
ば
、
進
取
と
保
守
と
の
衝
突
に
あ
ら
ず
や
。」（
大
西
「
当
今
の

衝
突
論
」、
堀
二
〇
〇
九
、
三
八
二
頁
）

　

こ
の
論
文
（
一
八
九
三
年
）
で
大
西
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
非
国
家
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
が
反
国
家
主
義
と
は
別
物

で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
で
、
井
上
の
批
判
を
退
け
る
。
そ
の
際
、
彼
の
視
点
は
あ
く
ま
で
も
「
進
取
」
の
側
に
立
っ
て
い
る
。
同
年
、

こ
れ
に
先
ん
じ
て
発
表
さ
れ
た
論
文
「
教
育
勅
語
と
倫
理
説
」
で
は
、
さ
ら
に
明
瞭
に
学
の
独
立
・
自
由
が
主
張
さ
れ
る
。

「
予
は
思
ふ
教
育
勅
語
は
一
定
の
倫
理
説
を
布
か
ん
が
為
に
、
与
へ
ら
れ
た
る
者
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
と
。
蓋
し
勅
語
は
国
民
の
守
る
べ
き
、
個
々
の

徳
行
を
列
挙
し
た
者
に
は
あ
れ
ど
も
、
倫
理
を
談
じ
た
る
者
と
は
見
ら
れ
ざ
れ
ば
な
り
。（
中
略
）

　

倫
理
主
義
の
争
は
、
之
を
個
人
間
の
自
由
の
討
究
に
委
ね
て
、
若
し
勅
語
を
楯
に
着
て
、
倫
理
説
場
裡
に
争
は
ん
と
す
る
者
あ
ら
ば
、
予
は
之
を
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卑
怯
な
り
と
云
は
ん
。」（
大
西
、「
教
育
勅
語
と
倫
理
説
」、
松
本
編
、
一
四
四
頁
、
一
四
六
頁
）

　

こ
こ
で
「
教
育
勅
語
を
楯
に
着
て
」、
そ
れ
で
も
っ
て
他
の
学
説
に
否
定
的
に
対
峙
す
る
と
さ
れ
た
人
物
は
、
や
は
り
井
上
哲
次
郎
で

あ
る
。
大
西
が
、
か
つ
て
の
恩
師
、
井
上
に
厳
し
い
批
判
を
浴
び
せ
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
が
、
倫
理
学
的
に
は
彼
が
「
徳
行
」

と
「
倫
理
説
」
の
レ
ベ
ル
の
相
違
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る７
。
何
が
徳
行
と
さ
れ
る
か
は
時
代
・
風
土
に
相
対

的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
倫
理
説
は
「
自
由
の
討
究
」
の
場
に
お
い
て
普
遍
的
に
探
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
倫
理
的
事
象

に
対
す
る
批
評
（
批
判
）
的
な
見
方
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
。

二
、
大
西
祝
の
「
良
心
起
原
論
」

　

大
西
の
主
著
と
評
価
す
べ
き
著
作
『
良
心
起
原
論
』
は
、
博
士
論
文
と
し
て
準
備
さ
れ
た
も
の
の
、
当
人
の
意
志
に
よ
り
提
出
さ
れ
な

か
っ
た
。
全
体
が
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
大
西
没
後
の
一
九
〇
四
年
、
カ
ン
ト
没
後
百
年
の
年
で
あ
る
。
大
西
自
身
が
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん

だ
理
由
は
、
彼
が
良
心
の
研
究
に
よ
っ
て
「
倫
理
界
に
於
け
る
羅
鍼
盤
を
得
た
る
が
如
く
、
未
だ
其
羅
鍼
の
指
示
す
処
に
如
何
な
る
も
の

の
あ
る
か
は
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
兎
に
角
そ
の
指
示
す
方
角
に
向
つ
て
攷
究
を
運
ば
せ
得
る
な
り
」（
大
西
、「
良
心
起
原
論
」、
堀
二
〇
〇
九
、

三
三
三
頁
）
と
論
文
末
尾
で
言
及
す
る
と
こ
ろ
か
ら
推
察
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
が
哲
学
・
倫
理
学
研
究
の
大
海
原
に
漕
ぎ
出

し
て
い
く
に
際
し
て
、
そ
の
確
実
な
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
志
し
た
の
だ
ろ
う
。

（
一
）
良
心
論
の
概
要

　
「
良
心
」
と
は
何
か
を
論
じ
始
め
る
に
当
た
り
、
大
西
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
貧
し
い
人
が
他
人
の
目
の
な
い
と
こ
ろ
で
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路
上
に
落
ち
た
財
布
を
見
つ
け
た
。
そ
の
人
は
お
そ
ら
く
そ
の
財
布
を
持
ち
去
り
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
意
識
を
持
つ
で
あ
ろ
う
、
と
。
大
西
自
身
の
表
現
を
引
用
し
よ
う
。

「
路
行
く
貧
者
あ
り
、
人
な
き
露
塵
に
財
嚢
の
遺
し
あ
る
に
気
附
き
し
と
想
像
せ
よ
、
諺
に
云
ふ
貧
の
盗
ミ
、
恐
く
は
そ
を
懐
に
し
て
走
ら
ん
と
の

欲
念
を
起
す
べ
し
、
然
し
又
之
と
共
に
一
種
無
類
の
心
識
を
浮
べ
来
り
て
、
其
欲
念
を
果
た
す
ま
じ
き
も
の
、
と
覚
知
す
る
な
ら
ん
、
此
貧
者
は
右

の
心
識
の
何
の
故
に
現
は
れ
、
何
の
処
よ
り
来
る
を
知
ら
ざ
る
べ
し
。」（
大
西
、「
良
心
起
原
論
」、
堀
二
〇
〇
九
、
一
九
八
頁
）

　

こ
の
状
況
で
財
布
を
持
ち
去
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
行
お
う
と
思
え
ば
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
心

識
す
な
わ
ち
意
識
（Bew

ußtsein

）
が
現
れ
る
。
こ
の
「
無
類
」
の
意
識
は
、
欲
す
る
が
ま
ま
に
他
人
の
も
の
を
盗
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
、
無
条
件
的
な
義
務
の
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
良
心
の
厳
粛
な
る
、
権
威
あ
る
声
の
発
表
し
た
る
も
の
」（
同
書
、
一
九
九
頁
）
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
義
務
が
ひ
と
ま
ず
「
為
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
禁
止
の
意
識
と
し
て
現
れ
る
が
、
も
し
窃
盗
が
行
わ
れ
た
な
ら
、
そ

の
後
に
「
為
し
て
ハ
な
ら
ぬ
こ
と
を
為
せ
し
」
と
い
う
意
識
が
湧
き
起
こ
る
（
同
書
、
一
九
八
頁
）。
こ
こ
に
す
で
に
義
務
意
識
を
越
え
て

広
が
る
、
良
心
の
意
識
が
見
て
取
れ
る
。
で
は
、
こ
の
良
心
は
何
に
由
来
す
る
か
、
そ
れ
が
大
西
の
問
題
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
に

良
心
を
意
識
の
こ
と
が
ら
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
ま
た
、
良
心
を
何
か
実
体
的
あ
る
い
は
能
力
論
的
に
論
じ
る
態
度
に
比
し
て
、
彼
の
良

心
論
に
よ
り
広
い
視
野
を
持
た
せ
て
い
る
。
彼
の
心
識
（
意
識
）
の
定
義
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
何
に
て
も
心
に
覚
知
す
る
こ
と
は
、

皆
心
識
の
一
部
分
た
る
な
り
」（
同
上
）。「
覚
知
」
の
認
識
論
的
位
置
づ
け
は
こ
こ
で
は
措
く
が
、
こ
の
定
義
の
下
で
彼
は
良
心
作
用
を

知
性
的
側
面
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
感
情
的
側
面
に
お
い
て
も
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
良
心
の
分
析
を
概
観
し
よ

う
。

　

大
西
の
良
心
の
分
節
化
に
つ
い
て
は
、
小
泉
仰
が
周
到
な
表
を
作
成
し
て
い
て
、
後
続
す
る
論
文
で
も
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で

（
堀
二
〇
〇
二
、
四
五
頁
以
下
）、
こ
こ
で
も
そ
れ
を
再
掲
し
た
い
。
要
点
は
、
大
西
が
良
心
作
用
を
行
為
の
決
行
前
と
決
行
後
に
二
分
し
て
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論
じ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
義
務
意
識
（
義
務
の
心
識
）
と
価
値
意
識
（
善
悪
の

褒
貶
）
と
を
分
節
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
現
代
倫
理
学
に
お
け
る
義
務

論
と
価
値
論
と
を
等
し
く
見
渡
す
広
い
視
野
が
見
て
取
れ
る
。

　

大
西
の
良
心
論
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ま
ず
そ
の
広
さ
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
こ
の
表
の
作
者
で
あ
る
小
泉
が
、「
大
西
は
、
良
心
作
用
に
ふ

つ
う
常
識
的
に
考
え
ら
れ
た
良
心
作
用
と
は
か
な
り
違
っ
た
広
範
囲
の
作
用
を
認
め
て
い

る
の
で
あ
る
」（
同
上
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
従
来
の
良
心
論
で
は
、
ｆ
が
中
心
に
論
じ

て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
同
上
）。
加
え
て
、
決
行
前
の
義
務
意
識
を
良
心

論
の
範
囲
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
部
の
権
威
・
権
力
か
ら
の
自
由
の
意
識
が
捉
え

だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
色
が
指
摘
で
き
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
な
禁
止
の
意
識
に
お
い
て

も
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
的
な
命
令
（
奨
励
）
の
意
識
に
お
い
て
も
、
そ
の
発
す
る
と
こ

ろ
は
個
人
の
心
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
良
心
の
問
題
は
内
面
的
な
自
由
の
問
題
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
大
西
が
良
心
論
に
お
い
て
「
我
義
務
は
我
を
し
て
真
理
自
由
の
保
護
者
た
ら

し
む
る
」（
大
西
、「
良
心
起
原
論
」、
堀
二
〇
〇
九
、
二
〇
三
頁；

参
照
、
高
坂
、
二
二
三
頁
）
と

書
い
て
い
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
「
自
由
」
に
加
え
て
「
真
理
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の

良
心
論
を
「
学
の
独
立
」
の
哲
学
的
根
拠
づ
け
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、『
良
心
起
原
論
』
の
主
要
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
良
心
作
用
の
起
原
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
大
西
は
ま
ず
、
先
行
す

る
諸
説
に
対
す
る
批
評
を
加
え
る
。
小
論
で
は
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
ベ
ン
サ
ム
の
快
楽
起
原
説
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン

表：「大西における良心現象の構造」（小泉、145頁）

１　決行前における良心作用
　1 1 義務の心識（義務の衝動）
　　ａ　禁止的心識（シテハナラヌ）
　　ｂ　奨励的心識（セネバナラヌ）
　1 2 善悪の褒貶（善悪の判別）
　　ｃ　善悪の感別（特別の快不快感・道徳感）
　　ｄ　善悪の識別（ヨクナキ事・ヨキ事の知力上の識別）
２　決行後における良心作用（主として感情の働き）
　2 1 義務の心識に伴う感情・感別
　　ｅ　良心の嘉賞、良心の平安（義務を果した心識に伴う）
　　ｆ　良心の苦悩、良心の不安（義務を果たさなかった心識に伴う）
　2 2 善悪の褒貶に伴う感情

善悪の感別により生じる快不快感・自他のすべての決行された
行為について生じる感情・道徳感



39

の
社
会
的
本
能
起
原
説
、
良
心
作
用
の
生
得
性
を
主
張
す
る
ヘ
フ
デ
ィ
ン
グ
の
良
心
性
具
説
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
想
念
的
感
覚
説
が
含
ま
れ

る
。
こ
こ
に
は
、
建
設
に
対
し
て
批
評
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
を
重
視
し
た
彼
の
哲
学
的
態
度
が
表
れ
て
い
る
。
続
い
て
大
西
自
身
の
主
張

が
展
開
さ
れ
る
。
彼
が
採
用
す
る
の
は
「
目
的
論
的
進
化
（teleological evolution

）」
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
よ
く
示
し
た

文
章
を
引
用
し
よ
う
。

「
吾
人
の
所
謂
理
想
な
る
者
は
我
本
来
の
目
的
を
予
想
す
る
に
生
し
、
而
し
て
本
来
の
目
的
を
予
想
す
る
に
至
る
は
、
蓋
し
吾
人
に
は
法
界
の
一
物

と
し
て
の
、
細
し
く
は
生
長
進
化
す
る
活
物
と
し
て
の
目
的
の
素
よ
り
具
は
る
あ
り
て
而
し
て
此
目
的
の
成
就
に
向
っ
て
進
み
ゆ
く
根
本
動
向
衝
動

の
存
在
す
れ
ば
な
り
。
本
来
の
目
的
に
達
せ
ざ
る
間
は
吾
人
は
常
に
我
処
を
得
ざ
る
が
如
き
の
思
ひ
あ
り
、（
中
略
）。
こ
の
思
ひ
に
発
し
来
る
も
の
、

是
れ
即
ち
吾
人
が
理
想
に
向
ひ
行
く
心
識
な
り
。」（
大
西
、
堀
二
〇
〇
九
、
三
一
〇
頁
）

　

良
心
作
用
は
、
人
間
が
理
想
を
抱
き
そ
れ
へ
と
到
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
。
こ
の
と
き
、
人
間
が
理
想
を
も
つ

根
拠
は
、
す
べ
て
の
生
命
体
が
も
っ
て
い
る
進
化
と
い
う
根
本
動
向
に
存
す
る
。
こ
の
進
化
に
お
い
て
生
命
体
は
現
状
に
留
ま
る
こ
と
を

よ
し
と
せ
ず
、
進
化
の
行
方
に
目
的
を
見
る
。
人
間
は
そ
の
目
的
を
表
象
し
、
加
え
て
、
み
ず
か
ら
の
行
為
を
そ
の
目
的
へ
の
到
達
如
何

の
観
点
か
ら
判
定
す
る
。
こ
こ
に
顕
現
す
る
の
が
良
心
作
用
な
の
で
あ
る
。
な
お
、『
良
心
起
原
論
』
に
お
い
て
大
西
は
、
こ
の
目
的
論

的
進
化
と
い
う
根
本
動
向
に
お
け
る
究
極
的
な
目
的
を
措
定
し
て
い
な
い
。

（
二
）
大
西
と
カ
ン
ト
倫
理
学

　

大
西
は
『
良
心
起
原
論
』
の
冒
頭
近
く
で
、
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
の
文
言
に
触
れ
て
い
る
。「
カ
ン
ト
は
呼
ん
で
、
噫
義
務

よ
此
驚
く
べ
き
一
念
よ
爾
の
出
で
来
た
り
し
源
は
何
の
処
に
な
る
乎
と
云
へ
り
。」（
大
西
、
堀
二
〇
〇
九
、
一
九
九
頁
）
そ
の
表
現
は
カ
ン

ト
に
よ
る
文
章
、「
義
務
よ
！　

汝
、
崇
高
に
し
て
偉
大
な
名
よ
。（
中
略
）
汝
に
ふ
さ
わ
し
い
起
原
は
ど
こ
で
あ
る
か
」（V

86

）
に
相
当
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す
る
。
こ
の
引
用
を
含
む
同
書
分
析
論
第
三
章
に
続
く
「
純
粋
実
践
理
性
の
分
析
論
の
批
判
的
解
明
」
に
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
良
心
を
論

じ
た
記
述
が
あ
る
（V

98

）。
そ
の
内
容
は
上
記
の
表
の
ｆ
に
属
す
る
記
述
だ
が
、
大
西
が
良
心
論
を
書
く
に
当
た
っ
て
、
カ
ン
ト
の
原
典

を
検
討
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
西
が
カ
ン
ト
倫
理
学
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
に
つ
い
て
、
彼
の
『
倫
理
学
』

を
用
い
て
概
観
し
た
い８
。

　

大
西
の
『
倫
理
学
』
は
、
全
七
章
か
ら
な
る
が
、
第
一
章
、
倫
理
学
の
問
題
、
第
二
章
、
行
為
の
要
素
、
に
つ
づ
き
、
第
三
章
で
ヘ
ル

バ
ル
ト
の
「
直
覚
説
」
を
論
じ
た
後
、
第
四
章
「
形
式
説
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
倫
理
学
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
際
、
直
覚
説
も
形
式
説
も
、

道
徳
の
最
上
原
理
に
か
か
わ
る
態
度
を
指
し
て
い
る
。
さ
て
、
大
西
が
カ
ン
ト
を
論
じ
る
際
に
視
野
に
収
め
て
い
る
の
は
、
内
容
上
、『
道

徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
特
に
、
そ
の
第
一
章
と
第
二
章
）
と
『
実
践
理
性
批
判
』
で
あ
る
。
大
西
に
よ
る
カ
ン
ト
理
解
の
内
容
は
、
驚

く
べ
き
こ
と
に
、
そ
の
要
点
の
捉
え
方
と
い
い
批
評
の
切
り
口
と
い
い
、
現
代
の
カ
ン
ト
倫
理
学
理
解
に
も
通
じ
る
適
切
さ
を
も
っ
て
い

る
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
道
徳
の
最
上
原
理
を
「
形
式
」
に
求
め
た
理
由
と
し
て
、
直
覚
説
が
陥
る
よ
う
な
「
同
言
判
定
」
を
回
避
す
る
た

め
で
あ
る
と
い
う
（『
大
西
博
士
全
集
』
第
四
巻
、
警
醒
社
書
店
、
一
九
〇
三
年
、
一
四
四
頁
）。
実
際
、
カ
ン
ト
は
、
彼
が
講
義
で
使
用
し
て
い

た
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
教
科
書
に
現
れ
る
道
徳
原
理
、「
善
を
行
え
、
悪
を
行
う
な
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
同
語
反
復
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
、
そ
れ
が
道
徳
性
の
原
理
た
り
得
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
（X

X
V

II264

）。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
講
義
録
を
読
む
こ
と
の
で
き

る
今
日
の
研
究
者
に
は
自
明
の
論
点
だ
が
、
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
が
叶
わ
な
か
っ
た
大
西
が
そ
れ
を
見
抜
い
た
こ
と
に
は
瞠
目
す
べ
き
で

あ
る
。
次
に
、
カ
ン
ト
が
道
徳
原
理
の
普
遍
性
を
求
め
て
、
意
志
の
結
果
で
は
な
く
、
経
験
に
依
存
し
な
い
意
志
そ
の
も
の
の
形
式
に
そ

れ
を
求
め
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（『
大
西
博
士
全
集
』
第
四
巻
、
一
四
六
頁
、
一
四
九
頁
）。「
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
」
と
い
う
表
現
は
、
し
ば

し
ば
そ
の
ま
ま
カ
ン
ト
批
判
の
文
脈
で
使
用
さ
れ
る
が
、
大
西
が
カ
ン
ト
倫
理
学
を
「
形
式
説
」
と
捉
え
る
と
き
、
ひ
と
ま
ず
は
そ
の
固

有
性
を
言
い
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
正
当
な
カ
ン
ト
倫
理
学
理
解
で
あ
る
。
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し
か
し
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
、
大
西
は
む
し
ろ
批
判
に
傾
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
、「
予
輩
は
カ
ン
ト

の
倫
理
説
を
以
っ
て
能
く
成
功
し
た
る
も
の
と
為
す
能
は
ず
」（
同
書
、
一
六
七
頁
）
と
宣
言
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
批
判
を
開
始
す
る
。

ま
ず
は
、
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
を
も
っ
て
し
て
は
「
行
的
理
性
〔
実
践
理
性
：
引
用
者
〕
の
法
則
も
亦
全
く
空
な
る
も
の
と
な
る
べ
し
」

（
同
書
、
一
六
九
頁
）
と
し
て
、
実
践
に
お
い
て
も
、
理
論
的
認
識
と
同
様
に
感
性
的
な
内
容
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
典

型
的
な
形
式
主
義
批
判
に
続
い
て
、
シ
ラ
ー
を
援
用
し
つ
つ
カ
ン
ト
の
厳
粛
主
義
批
判
が
行
わ
れ
る
（
同
書
、
一
八
〇
頁
）。
義
務
だ
け
を

道
徳
的
行
為
の
動
機
と
し
て
認
め
、
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
を
高
く
掲
げ
る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
西
は
カ
ン
ト
の
所
説
の

淵
源
を
、
感
情
と
理
性
の
二
元
論
に
求
め
る
（
同
書
、
一
八
四
頁
）。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
の
厳
粛
主
義
は
、
感
情
と
理
性
を
ま
っ
た
く
異

質
の
も
の
と
し
て
峻
別
し
、
両
者
の
架
橋
を
禁
じ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
西
は
、
カ
ン
ト
が
「
目
的
の
国
」

と
い
う
表
象
を
倫
理
学
に
導
入
し
た
こ
と
を
、倫
理
の
息
づ
く
社
会
的
生
活
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
評
価
し
つ
つ
、そ
の
目
的
の
国
に
「
共

通
の
目
的
」
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
難
じ
る
（
同
書
、
一
九
五
頁
。
一
九
七
頁
）。
こ
れ
は
、
彼
の
『
良
心
起
原
論
』
に
お
い
て
、
彼
自

身
が
自
覚
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
。
最
後
に
、『
実
践
理
性
批
判
』
弁
証
論
に
お
け
る
最
高
善
論
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
道

徳
性
を
幸
福
追
求
と
峻
別
し
た
カ
ン
ト
が
、
そ
の
最
高
善
論
に
お
い
て
、
最
高
善
の
内
部
に
幸
福
を
入
れ
る
こ
と
は
不
整
合
で
あ
り９
、
こ

の
不
整
合
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
が
そ
れ
だ
け
で
は
ひ
と
の
行
為
を
律
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
と

指
摘
す
る
の
で
あ
る
（
同
書
、
二
〇
〇
頁
）。

　

大
西
に
よ
る
カ
ン
ト
倫
理
学
の
記
述
は
、
そ
の
正
確
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
倫
理
学
説
に
お
い
て
「
日
本
の
カ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ

た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
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三
、
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
西
の
哲
学
は
、
批
評
を
方
法
と
し
、
言
論
の
自
由
を
主
張
し
、
内
面
的
自
由
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
立
場
は
、
確
か
に
批
判
哲
学
者
カ
ン
ト
の
思
想
と
接
合
す
る
部
分
を
含
ん
で
い
る
が
、『
倫
理
学
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
批
判
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
西
は
カ
ン
ト
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
を
「
日
本
の
カ
ン
ト
」
と
呼
ぶ
の
で
あ

れ
ば
、
さ
ら
に
別
の
根
拠
が
探
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
小
論
は
特
に
大
西
の
所
説
が
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
と
よ
く

重
な
り
合
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
歴
史
哲
学
や
法
哲
学
に
お
い
て
様
々
に
語
り
出
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
大
西
と

の
重
な
り
合
い
を
確
認
す
る
の
に
必
要
な
限
り
で
、
彼
の
世
界
市
民
の
思
想
を
確
認
し
た
い
。

（
一
）
世
界
市
民
と
多
元
主
義

　

一
般
的
に
世
界
市
民
と
は
「
自
然
人
」
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
を
国
籍
に
囚
わ
れ
ず
一
人
の
人
間
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
世

界
市
民
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
は
そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
こ
の
言
葉
が
用
い
ら

れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
言
葉
が
多
元
主
義
を
標
榜
す
る
立
場
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
世
界
市
民
と
い
う
言
葉
は
、「
世
界

は
一
つ
」
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
響
き
と
共
に
世
界
の
多
様
性
を
見
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
に
見
え
て
、
そ
の
正
反
対
な
の
で
あ

る
。
カ
ン
ト
晩
年
の
著
作
か
ら
引
用
す
る
。

「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
置
さ
れ
う
る
の
は
、
た
だ
多
元
主
義
（Pluralism

）
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
は
そ
の
自
己
の
う
ち
に
全
世
界
を
包

み
込
む
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
一
人
の
世
界
市
民
で
あ
る
と
見
な
し
て
振
舞
う
考
え
方
だ
け
で
あ
る
。」（
カ
ン
ト
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
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間
学
』V

II130

）

　

こ
こ
で
は
、
世
界
市
民
の
立
場
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
立
場
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
エ
ゴ
イ
ス
ト
が
自
分
の
中
に
全
世
界
を
見
て
、
世
界
を

ひ
と
し
な
み
に
理
解
す
る
の
に
対
し
て
、
世
界
市
民
は
、
自
分
を
世
界
の
一
構
成
員
と
見
る
こ
と
で
、
自
分
と
は
異
な
る
見
方
・
価
値
観

の
存
在
を
前
提
し
て
振
る
舞
う
。
そ
の
点
で
、
世
界
市
民
の
視
点
は
多
元
主
義
の
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
市
民
の
態
度
は
、

カ
ン
ト
が
論
文
「
啓
蒙
と
は
何
か
」（
一
七
八
四
年
）
に
お
い
て
言
及
し
た
「
理
性
の
公
的
使
用
」（V

III37

）
に
通
じ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、

啓
蒙
を
実
現
す
る
た
め
に
理
性
を
公
的
に
使
用
す
る
自
由
が
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
こ
の
と
き
理
性
の
公
的
使
用
と
は
、「
誰

か
あ
る
ひ
と
が
学
者
と
し
て
、
読
書
界
の
全
公
衆
の
前
で
自
分
自
身
の
理
性
を
使
用
す
る
こ
と
」（ebenda

）
で
あ
る
。
各
人
は
何
ら
の

権
力
や
権
力
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
理
性
を
使
用
す
る
が
、
そ
れ
は
自
説
の
正
当
性
を
一
方
的
に
主
張
す
る
た
め
で
は
な
い
。

自
説
の
誤
り
を
訂
正
し
て
く
れ
る
学
者
の
登
場
を
待
つ
の
も
ま
た
、
読
書
界
の
姿
で
あ
り
、
其
の
点
で
、
理
性
を
公
的
に
使
用
す
る
人
は
、

多
元
主
義
者
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
世
界
市
民
の
実
践
性
と
市
民
性

　

次
に
、
カ
ン
ト
の
遺
稿
か
ら
引
用
す
る
こ
と
で
、
世
界
市
民
は
世
界
を
外
部
か
ら
観
察
す
る
傍
観
者
で
は
な
い
と
い
う
論
点
を
確
認
し

よ
う
。
こ
こ
で
も
カ
ン
ト
は
、
自
分
の
実
利
的
関
心
に
の
み
基
づ
い
て
振
る
舞
う
エ
ゴ
イ
ス
ト
と
世
界
市
民
を
対
比
し
つ
つ
、
世
界
市
民

が
世
界
観
察
者
（
傍
観
者
）
で
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。

「
世
界
に
起
き
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
も
つ
関
心
に
関
し
て
、ひ
と
は
二
つ
の
立
場
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。す
な
わ
ち
、地
上
の
子
（Erdensohn

）

の
立
場
と
世
界
市
民
の
立
場
で
あ
る
。
前
者
の
立
場
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
生
業
が
関
心
を
ひ
く
の
で
あ
り
、
こ
と
が
ら
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
私
た
ち

の
安
寧
に
影
響
を
及
ぼ
す
限
り
で
関
心
を
ひ
く
に
過
ぎ
な
い
。
第
二
の
立
場
で
は
、
人
間
性
、
世
界
全
体
、
事
物
の
起
源
、
事
物
の
内
的
価
値
、
最
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終
目
的
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
好
ん
で
判
断
す
る
の
に
十
分
な
ほ
ど
に
は
関
心
を
ひ
く
。

　
（
中
略
）
世
界
市
民
は
、〔
み
ず
か
ら
が
〕
そ
こ
に
入
れ
込
ま
れ
た
も
の
（Einsatz

）
と
し
て
世
界
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

よ
そ
も
の
と
し
て
世
界
を
考
察
し
て
は
な
ら
な
い
。
世
界
観
察
者
で
は
な
く
世
界
市
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
カ
ン
ト
「
人
間
学
へ
の
レ
フ
レ

ク
シ
オ
ー
ン
」Refl.1170, X

V
517f.

）

　

こ
の
引
用
文
中
の
「
地
上
の
子
」
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
別
名
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
世
界
市
民
は
、
自
分
の
実
利
的
関
心
を
離
れ
て
、

「
世
界
に
入
れ
こ
ま
れ
た
も
の
」
と
し
て
、
世
界
を
そ
の
中
か
ら
理
論
的
に
考
察
し
実
践
的
に
行
為
す
る
。
た
と
え
ば
、
世
界
内
に
限
定

さ
れ
た
一
事
象
を
見
出
す
な
ら
、
理
性
の
名
に
お
い
て
無
限
定
な
も
の
を
思
念
し
「
世
界
全
体
、
事
物
の
起
源
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
。
世
界
内
で
相
対
的
価
値
（
外
的
価
値
）
を
経
験
す
る
な
ら
、
絶
対
的
価
値
（
内
的
価
値
）
の
所
在
を
探
求
し
、
人
間
性
の
尊
厳
を
見

出
す
。
そ
れ
が
世
界
市
民
で
あ
るＡ
。

　

さ
ら
に
、
世
界
市
民
の
「
市
民
」
と
し
て
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
の
実
践
的
性
格
を
よ
り
明
確
に
し
よ
う
。
カ
ン
ト
は

い
く
つ
か
の
著
作
で
、
市
民
状
態
を
社
会
状
態
や
市
民
状
態
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
三
条
件
を
挙
げ
て
い
る
が
、
彼
が
論
文
『
理
論
と
実

践
』（
一
七
九
三
年
）
で
挙
げ
る
三
条
件
は
、
当
該
社
会
の
構
成
員
が
、
人
間
と
し
て
の
自
由
、
臣
民
と
し
て
の
平
等
、
市
民
〔
共
同
立
法

者
〕
と
し
て
の
自
立
（V

III290, 294

）
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、「
自
由
・
平
等
・
自
立
」
と
い
う
三
項
で

あ
る
。
こ
れ
を
人
口
に
膾
炙
し
た
「
自
由
・
平
等
・
博
愛
」
と
比
べ
る
な
ら
、
博
愛
の
位
置
に
自
立
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
民

状
態
の
こ
と
が
ら
は
博
愛
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
次
に
、
自
立
の
観
点
か
ら
市
民
を
「
共
同
立
法
者
」

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
市
民
と
は
立
法
す
る
こ
と
で
権
利
の
確
定
に
参
加
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
市

民
の
参
画
し
た
立
法
は
、
共
和
政
体
に
お
け
る
執
行
権
の
存
在
に
よ
っ
て
、
そ
の
有
効
性
を
担
保
さ
れ
る
が
、
こ
の
状
況
を
世
界
市
民
に

適
用
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
仮
に
世
界
市
民
が
全
人
類
的
な
立
法
に
参
画
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
世
界
に
は
そ
の
法
を
執
行
す
る
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機
関
が
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
世
界
市
民
概
念
を
無
効
に
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
、
私
た
ち
は
客
観
的
な
執
行
権
に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
な
く
と
も
存
在
す
る
権
利
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
人
権
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
権
国
家
の
枠
内
で
成
立
す
る
種
々
の
権
利
で
は
な

く
、「
唯
一
生
得
的
な
権
利
」
と
し
て
の
自
由
で
あ
る
（V

I237

）。
し
て
み
る
と
、
ひ
と
が
世
界
市
民
と
し
て
実
践
す
る
と
は
、
世
界
の

内
に
あ
っ
て
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
人
権
侵
害
を
傍
観
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
に
対
抗
す
る
こ
と
で
あ
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
は
、
世
界
に
内
在
す
る
多
様
性
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
普
遍
的
な
人
権
に
定
位
し
て
、（
博
愛
で
は
な
く
）

権
利
の
観
点
か
ら
世
界
に
関
与
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

四
、
世
界
市
民
的
倫
理
学
の
可
能
性

　

カ
ン
ト
と
共
に
、
世
界
市
民
と
し
て
地
球
上
の
人
権
問
題
に
無
関
心
に
な
る
こ
と
を
峻
拒
し
、
大
西
と
共
に
、
良
心
を
羅
針
盤
と
し
て

理
想
主
義
を
貫
く
と
き
、
世
界
市
民
的
倫
理
学
の
可
能
性
が
拓
か
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
大
西
自
身
に
よ
る
三
つ
の
主
張
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
で
、「
日
本
の
カ
ン
ト
」
と
し
て
の
大
西
像
を
描
出
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

（
一
）
国
家
主
義
の
批
判

　

大
西
は
論
文
「
国
家
主
義
の
解
釈
（
教
育
の
方
針
）」（
一
八
九
五
年
）
に
お
い
て
国
家
主
義
批
判
を
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
当
該
論
文
か
ら
、

国
家
を
踏
ま
え
つ
つ
も
国
家
主
義
を
批
判
し
、
国
家
の
存
在
理
由
を
世
界
人
類
の
進
歩
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

「
予
輩
は
国
家
以
外
を
見
ざ
る
の
国
家
主
義
は
正
当
な
る
堅
牢
な
る
根
拠
を
有
せ
ず
と
考
ふ
。
其
の
如
き
国
家
主
義
の
陋
固
褊
狭
に
失
す
る
は
必
然

の
幣
な
り
。（
中
略
）
陋
固
褊
狭
の
弊
を
救
は
ん
に
は
、
如
何
す
べ
き
。
予
輩
は
曰
は
ん
、
其
道
国
家
の
目
的
を
し
て
世
界
文
明
の
進
歩
に
離
れ
し
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め
ざ
る
に
あ
り
と
。
一
国
家
を
建
つ
る
は
啻
に
其
国
家
の
存
在
の
た
め
の
み
に
あ
ら
ず
、
そ
の
存
在
は
世
界
人
類
の
た
め
に
負
ふ
所
あ
り
と
見
ば
如

何
。
是
れ
国
家
を
し
て
一
層
高
尚
な
る
、
又
宏
大
な
る
基
礎
を
有
せ
し
む
る
も
の
な
り
。
我
国
家
は
世
界
人
類
の
生
活
に
祝
福
を
与
へ
ん
が
た
め
に

存
在
す
と
見
ば
、
誰
か
其
国
民
た
る
も
の
、
高
壮
偉
大
な
る
理
想
と
希
望
と
を
以
て
燃
え
ざ
ら
ん
。」（
大
西
、「
国
家
主
義
の
解
釈
（
教
育
の
方
針
）」、

松
本
編
、
一
五
五
頁
か
ら
一
五
六
頁
）

　

国
家
の
存
在
理
由
は
世
界
人
類
の
進
歩
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
国
の
こ
と
に
の
み
囚
わ
れ
て
い
る
国
家
主
義
は
そ

の
偏
狭
を
批
判
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
主
張
は
、
彼
の
『
良
心
起
原
論
』
に
も
表
れ
た
目
的
論
的
進
化
、
あ
る
い
は
「
目
的
あ
る
進

化
」
と
い
う
思
想
を
根
拠
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、
一
五
七
頁
）。
他
方
、
国
家
は
み
ず
か
ら
を
超
え
た
世
界
人
類
の
進
歩
の
た

め
に
存
す
る
と
考
え
る
と
き
に
、
国
家
は
そ
れ
と
し
て
堅
牢
な
基
礎
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
世
界
人
類
の
進
歩
は
個
別
の
国
家

な
く
し
て
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。「
世
界
的
進
歩
の
国
家
的
組
織
に
よ
り
て
成
就
せ
ら
る
る
こ
と
を
見
ざ
る
世
界
主
義
は
空
想
に
失

す
。」（
同
書
、
一
五
七
頁
）。

　

同
じ
論
文
で
は
、
世
界
人
類
の
進
歩
へ
の
貢
献
の
仕
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
緒
国
家
が
多
様
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
う
し
た
国

家
が
相
互
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
一
国
家
は
何
故
に
能
く
世
界
人
類
の
生
活
に
祝
福
を
与
ふ
べ
き
か
。
他
の
国
家
の
取
り
て
代
わ
り
得
ざ
る
特
色
を
具
へ
、
之
を
以
て
人
類
の
進
歩

を
助
く
れ
ば
な
り
。（
中
略
）
世
界
人
類
の
進
歩
は
特
色
あ
る
幾
多
の
国
家
の
協
力
に
よ
り
て
成
就
せ
ら
る
。」（
同
書
、
一
五
六
頁
）

　

こ
こ
に
「
特
色
あ
る
幾
多
の
国
家
の
協
力
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
こ
に
は
、
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
に

お
け
る
多
元
主
義
と
通
底
す
る
視
点
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
界
全
体
の
進
歩
を
考
え
る
際
に
、
多
様
な
個
別
の
国
家
組
織
が
そ
の

重
要
な
要
素
と
な
る
と
い
う
視
点
は
、
晩
年
の
カ
ン
ト
に
よ
る
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
の
「
国
際
連
盟
」
構
想
（V

III354f.

）
や
、『
道
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徳
形
而
上
学
』
に
お
け
る
「
常
設
の
国
際
会
議
」（V

I350

）
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
うＢ
。

（
二
）
社
会
的
不
平
等
へ
の
意
識

　

大
西
は
国
内
の
社
会
問
題
に
も
無
関
心
で
な
く
、
論
文
「
社
会
主
義
の
必
要
」（
一
八
九
五
年
）
に
お
い
て
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
不

平
等
を
問
題
視
し
、
そ
の
是
正
・
緩
和
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
同
時
代
の
宗
教
を
批
判
し
つ
つ
、
一
種
の
社
会
主
義
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
の
問
題
意
識
が
提
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

「
壊
つ
べ
く
悪
差
別
除
く
べ
き
不
公
平
が
、
社
会
に
存
す
る
の
多
少
は
処
々
同
一
な
れ
ど
、
其
の
全
く
存
せ
ざ
る
が
社
会
あ
る
を
見
ず
。
殊
に
我
等

の
生
活
す
る
現
社
会
の
如
き
に
は
排
除
す
べ
き
の
不
平
等
何
ぞ
そ
れ
少
々
な
ら
ん
や
。」（
大
西
、「
社
会
主
義
の
必
要
」、
松
本
編
、
一
五
九
頁
）

　

大
西
は
こ
の
論
文
で
、
複
数
あ
る
社
会
主
義
の
う
ち
の
一
形
態
に
与
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
平
等
の
必
要
性
を
説
き
つ
つ
、

宗
教
が
本
来
、
社
会
主
義
と
親
和
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
こ
れ
は
、
良
心
の
思
想
家
に
し
て
理
想
主
義
者
で
あ
る
大
西
の

面
目
躍
如
た
る
論
文
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
大
西
は
、
彼
の
同
時
代
人
が
社
会
主
義
の
真
意
に
関
心
を
も
つ
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
防
御
す

べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
み
断
じ
る
態
度
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。「
世
に
謂
ふ
社
会
主
義
論
者
の
唱
ふ
る
所
に
迷
信
あ
ら
ん
と
雖
も
、
亦

社
会
主
義
に
対
し
て
迷
信
を
懐
け
る
者
甚
だ
多
し
。」（
同
書
、
一
五
八
頁
）
こ
こ
に
彼
の
批
評
主
義
が
貫
徹
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
るＣ
。

（
三
）
倫
理
学
と
普
遍
的
道
徳

　

良
心
論
に
出
発
す
る
倫
理
学
は
、
学
と
し
て
何
を
目
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
点
を
確
認
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
批
判
的
倫
理
学
と
の
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接
合
点
が
再
び
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
世
界
市
民
主
義
は
世
界
市
民
法
と
し
て
法
・
権
利
の
か
た
ち
を
取
る
が
、
そ
の
背
後
に

は
、
人
類
に
普
遍
的
な
道
徳
の
究
極
根
拠
（
道
徳
法
則
）
を
探
求
し
そ
れ
を
定
式
化
す
る
哲
学
的
な
営
み
が
あ
っ
たＤ
。（
い
く
つ
か
の
重
要
な

差
異
を
含
み
な
が
ら
も
）
同
様
に
、
学
の
名
に
お
い
て
普
遍
妥
当
性
へ
の
志
向
を
大
西
も
も
っ
て
い
る
こ
と
が
次
の
引
用
か
ら
分
か
る
。

「
一
国
民
若
し
く
は
一
社
会
に
於
け
る
の
通
性
あ
り
と
し
て
そ
の
上
に
其
国
民
其
社
会
に
取
り
て
の
一
般
普
遍
の
道
徳
を
建
設
し
得
べ
く
ん
ば
何
が

故
に
人
類
に
於
け
る
の
通
性
あ
り
と
し
て
人
類
に
取
り
て
の
一
般
普
遍
の
道
徳
を
建
設
し
得
ざ
る
や
倫
理
学
説
に
於
て
究
め
入
る
べ
き
所
は
啻
に
一

国
民
に
関
す
る
の
状
態
に
あ
ら
ず
し
て
人
類
に
通
す
る
終
極
の
基
本
な
り
。」（
大
西
、「
忠
孝
と
道
徳
の
基
本
」、
堀
二
〇
〇
九
、
三
四
九
頁
）

　

こ
こ
で
大
西
は
、
一
国
民
に
共
通
な
性
質
に
基
づ
い
て
国
民
道
徳
を
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
類
一
般
に
共
通
の
性
質
に
基
づ
い
て
普

遍
的
道
徳
も
ま
た
見
出
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
り
、
倫
理
学
が
学
と
し
て
目
指
す
べ
き
は
後
者
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン

ト
が
普
遍
妥
当
的
な
道
徳
原
理
を
形
式
的
な
定
言
命
法
と
し
て
定
式
化
し
た
こ
と
を
、
大
西
が
批
判
し
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な

い
。
彼
が
「
目
的
論
的
進
化
」
の
観
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
実
質
的
で
普
遍
的
な
道
徳
原
理
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
ど
の
よ
う
な
倫
理
学
を
建
設
す
る
の
か
、
そ
れ
は
彼
の
夭
折
ゆ
え
に
不
分
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
そ
の
可
能
性
を

拓
か
れ
る
倫
理
学
が
、
普
遍
性
に
立
脚
し
て
人
権
と
い
う
法
・
権
利
の
観
点
か
ら
人
類
世
界
に
関
与
し
、
さ
ら
に
は
（
カ
ン
ト
倫
理
学
の
枠

内
を
超
え
て
、
感
情
的
側
面
を
も
含
み
持
つ
）
良
心
作
用
を
指
針
と
し
た
世
界
市
民
的
倫
理
学
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
予
想
で

き
る
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

小
論
は
冒
頭
で
、
大
西
が
「
日
本
の
カ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
へ
の
問
い
を
提
示
し
た
。
彼
の
哲
学
的
業
績
を
概
観
し
つ
つ
そ
の
問

い
に
答
え
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
答
え
は
、
彼
の
所
説
よ
り
も
思
索
の
啓
蒙
主
義
的
態
度
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
態

度
と
は
、
理
性
を
信
頼
す
る
理
想
主
義
的
で
進
歩
主
義
的
な
態
度
で
あ
る
。
問
題
含
み
の
現
実
社
会
に
対
峙
す
る
に
際
し
て
、
そ
の
社
会

を
批
判
す
る
た
め
の
尺
度
を
理
想
的
で
普
遍
的
な
原
理
に
求
め
る
思
考
法
が
、
彼
の
著
述
を
貫
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大

西
の
態
度
を
、
彼
の
謦
咳
に
接
し
た
早
稲
田
の
学
生
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
が
早
稲
田
大
学
の
精
神
の
形
成
と
ど
の
よ
う

に
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、
金
子
馬
治
や
桑
木
厳
翼
の
思
想
と
の
関
係
が
検
討
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
特
に
前
者
に
つ
い
て
は
、
早
稲
田
の
哲
学
に
と
っ
て
生
み
の
親
が
大
西
で
あ
る
と
し
た
ら
、
育
て
の
親
は
金
子
で
あ
る
と

言
え
よ
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
研
究
は
、
大
西
の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
的
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
が

ゆ
え
に
、
そ
の
時
代
背
景
と
の
連
関
を
十
分
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
家
永
に
よ
る
近
代
日
本
哲
学
の
二

類
型
に
お
い
て
「
市
民
的
個
人
主
義
的
」
と
さ
れ
た
哲
学
、
す
な
わ
ち
大
西
祝
の
哲
学
的
態
度
が
、
そ
の
後
の
日
本
の
倫
理
学
研
究
の
主

流
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
堀
二
〇
〇
二
、
六
一
頁
か
ら
六
二
頁
）。
そ
れ
が
日
本
の
大
学
制
度
の
歴
史
と
ど
の
よ
う

に
関
係
し
て
い
る
の
か
は
、
別
に
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
西
が
教
壇
に
立
っ
た
の
は
、
早
稲
田
大
学
で
は
な
く
そ
の
前
身
、
東
京

専
門
学
校
で
あ
る
。
当
時
の
専
門
学
校
が
帝
国
大
学
と
対
峙
し
つ
つ
ど
の
よ
う
な
自
己
意
識
を
も
っ
て
発
展
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
るＥ
。
そ
う
し
た
研
究
を
、
大
西
の
思
想
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
も
ま
た
、
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

東
京
専
門
学
校
が
み
ず
か
ら
を
大
学
に
す
る
構
想
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
大
西
の
没
年
、
一
九
〇
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
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注
記 

：
小
論
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
三
日
に
、
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
創
設
一
二
〇
周
年
記
念
行
事
の
一
環
と
し
て
、
會
津
八
一
記
念
博

物
館
で
開
催
さ
れ
た
レ
ク
チ
ャ
ー
に
お
い
て
、「
批
判
と
良
心
│
大
西
祝
に
お
け
る
世
界
市
民
的
倫
理
学
の
可
能
性
│
」
と
題
し
て
発
表
し
た

内
容
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
加
筆
す
る
こ
と
で
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

参
考
文
献

家
永
三
郎
『
日
本
近
代
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
三
年
．

石
関
敬
三
・
紅
野
敏
郎
編
『
大
西
祝
・
幾
子
書
簡
集
』
教
文
館
、
一
九
九
三
年
．

桑
木
厳
翼
『
明
治
の
哲
学
界
』
中
央
公
論
社
、
一
九
四
三
年
．

小
泉
仰
「
良
心
論
の
独
自
性
〈
大
西
祝
〉」、
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
日
本
近
代
思
想
部
会
編
『
近
代
日
本
と
早
稲
田
の
思
想
群
像
Ⅰ
』
早
稲

田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
一
年
、
所
収
．

高
坂
正
顕
編
『
明
治
文
化
史
』
４

、
思
想
言
論
編
、
洋
々
社
、
一
九
五
五
年
．

陶
山
務
『
知
と
信
の
人
間
像　

大
西
祝
と
内
村
鑑
三
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
五
年
．

戸
弘
柯
三
『
近
代
日
本
哲
学
史
』
ナ
ウ
カ
社
、
一
九
三
五
年
．

中
里
良
男
「
文
芸
と
哲
学
の
抱
合
〈
金
子
筑
水
〉」、
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
日
本
近
代
思
想
部
会
編
『
近
代
日
本
と
早
稲
田
の
思
想
群
像
Ⅱ
』

早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
三
年
、
所
収
．

伴
博
「
岩
崎
勉
の
哲
学
思
想
」、
早
稲
田
大
学
哲
学
会
著
作
刊
行
会
『
岩
崎
勉　

キ
リ
シ
ア
哲
学
思
想
史　

下
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
二
年
、

所
収
．

平
山
洋
『
大
西
祝
と
そ
の
時
代
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
九
年
．

平
山
洋
「
批
評
主
義
の
実
践
│
大
西
祝
│
」、
藤
田
正
勝
編
『
日
本
近
代
思
想
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
、
所
収
．

堀
孝
彦
『
日
本
に
お
け
る
近
代
倫
理
の
屈
折
』
未
來
社
、
二
〇
〇
二
年
．

堀
孝
彦
『
大
西
祝
「
良
心
起
原
論
」
を
読
む
│
忘
れ
ら
れ
た
倫
理
学
者
の
復
権
│
』
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
．

松
本
三
之
介
編
『
明
治
思
想
集
Ⅱ
』、
近
代
日
本
思
想
体
系
31
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
．
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注（
１

）　

平
山
は
、
大
西
の
『
西
洋
哲
学
史
』
に
つ
い
て
、
そ
の
古
代
哲
学

の
部
分
が
ツ
ェ
ラ
ー
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
部
分
が
エ

ア
ト
マ
ン
に
依
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、「
祝
個
人

の
哲
学
史
と
呼
ん
で
さ
し
つ
か
え
な
い
」
と
評
し
て
い
る
（
平
山
一

九
九
七
、
八
九
頁
）。

（
２

）　

和
辻
哲
郎
を
「
封
建
主
義
的
・
国
家
主
義
的
哲
学
」
者
の
一
人
と

し
て
挙
げ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
彼
の
著
作
『
倫
理
学
』
に
即
す
限

り
は
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
が
、
今
日
的
な
研
究
状
況
か
ら
異
論
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
研
究
は
そ
う
し
た
視
野
を
提
供
し
て
く
れ

る
。
牧
野
英
二
『
増
補
・
和
辻
哲
郎
の
書
き
込
み
を
見
よ
！　

和
辻

倫
理
学
の
今
日
的
意
義
』
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
。

（
３

）　

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
か
ら

行
い
、
出
典
箇
所
は
そ
の
巻
数
と
頁
数
で
示
す
。
な
お
、『
純
粋
理

性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
、
第
一
版
（
Ａ
）
と
第
二
版
（
Ｂ
）
の
頁

数
で
示
す
。

（
４

）　

大
西
か
ら
の
引
用
は
、
参
照
の
容
易
さ
と
資
料
と
し
て
の
新
し
さ

と
い
う
観
点
か
ら
、
松
本
三
之
介
編
『
明
治
思
想
集
Ⅱ
』
と
堀
孝
彦

『
大
西
祝
「
良
心
起
原
論
」
を
読
む
│
忘
れ
ら
れ
た
倫
理
学
者
の
復

権
│
』
か
ら
行
う
。
後
者
に
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
「
良
心
起

原
論
」
の
原
稿
か
ら
の
翻
刻
活
字
化
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、

こ
の
二
冊
に
含
ま
れ
て
い
な
い
文
章
は
、『
大
西
博
士
全
集
』
か
ら

引
用
す
る
。

（
５

）　

も
と
よ
り
、
大
西
の
カ
ン
ト
理
解
の
不
十
分
さ
が
問
題
な
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
大
西
の
「
批
評
」
に
は
カ
ン
ト
の
「
批
判
」
と
同

一
視
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
若
き
大
西
の
論
文
に
「
批
評
論
」（
一
八
八
八
年
）
と
題
す
る

も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
所
説
と
は
無
関
係
に
批
評
を
論

じ
る
も
の
で
あ
り
、
ア
ー
ノ
ル
ド
と
の
影
響
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
（
平
山
一
九
八
九
、
二
八
二
頁
）。
た
だ
し
、
彼
の
『
西

洋
哲
学
史
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
章
に
は
、「
批
判
」
と
「
批
評
」

が
混
在
し
、
書
名
に
お
い
て
さ
え
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
『
純
粋
理

性
批
評
』
が
混
在
し
て
い
る
（『
大
西
博
士
全
集
』
第
四
巻
、
警
醒

社
書
店
、
第
二
版
、
一
九
〇
四
年
、
四
八
七
頁
、
四
八
九
頁
）。
こ

れ
が
彼
の
カ
ン
ト
理
解
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
は
別
に
検
討
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

（
６

）　
『
大
西
博
士
全
集
』
第
七
巻
、
警
醒
社
書
店
、
一
九
〇
四
年
、
一

〇
頁
、
二
六
頁
、
三
四
頁
。

（
７

）　

次
の
引
用
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
西
は
「
徳
行
」
レ
ベ
ル
に

関
す
る
教
育
勅
語
の
記
述
に
否
定
的
で
は
な
い
。「
勅
語
は
是
れ
何

人
も
承
認
服
膺
す
べ
き
の
徳
行
を
示
さ
れ
た
る
者
に
し
て
、
別
に

事
々
し
き
註
釈
を
待
て
始
て
、
解
せ
ら
る
る
如
き
者
に
あ
ら
ず
。」

（
大
西
、「
教
育
勅
語
と
倫
理
説
」、
松
本
編
、
一
四
五
頁
）
な
お
、

教
育
勅
語
を
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
先
入
観
」
か
ら
解
放
し
て
、

そ
の
倫
理
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
と
し
て
次
の
も

の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
大
橋
容
一
郎
「
近
代
日
本
の
道
徳
と
グ
ロ
ー
バ

ル
・
エ
シ
ッ
ク
ス
の
問
題
│
教
育
勅
語
の
倫
理
性
格
に
つ
い
て
の
研

究
│
」、
寺
田
俊
郎
・
舟
場
保
之
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
シ
ッ
ク
ス
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を
考
え
る　
「
九
・
一
一
」
後
の
世
界
と
倫
理
』
梓
出
版
社
、
二
〇

〇
八
年
、
所
収
。

（
８

）　

大
西
の
『
倫
理
学
』
は
、
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
大
西
博
士

全
集
』
第
四
巻
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
本
集
の
編
纂
に
つ
い
て
」
に

よ
れ
ば
、「
も
と
早
稲
田
大
学
の
講
義
に
第
六
章
自
己
的
快
楽
説
ま

で
掲
げ
ら
れ
」
た
も
の
に
、
第
七
章
を
講
義
草
稿
と
し
て
付
加
し
た

も
の
で
あ
る
（『
大
西
博
士
全
集
』
第
四
巻
、
警
醒
社
書
店
、
一
九

〇
三
年
、
一
頁
）。
そ
の
整
然
と
し
た
内
容
は
、
何
ら
か
手
本
と
し

た
海
外
文
献
の
存
在
を
予
測
さ
せ
る
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
著

作
を
同
定
し
た
指
摘
は
な
い
。

（
９

）　

和
辻
哲
郎
は
、
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
最
高
善

論
を
、
カ
ン
ト
の
所
説
に
お
け
る
「
弱
い
部
分
」
と
見
な
し
、
そ
の

反
面
で
、「
目
的
の
国
」
の
概
念
を
「
豊
穣
」
な
も
の
と
し
て
高
く

評
価
す
る
点
で
、大
西
の
所
説
を
受
け
継
い
で
い
る
。和
辻
哲
郎
『
カ

ン
ト
実
践
理
性
批
判
』、
和
辻
哲
郎
全
集
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一

九
六
二
年
、
二
九
二
頁
か
ら
二
九
三
頁
。

（
10
）　

カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
論
で
、
哲
学
の
「
世
界
概

念
」
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
た
ん
な
る
学
」
と
し
て
の
「
学

校
概
念
」
と
の
対
比
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
哲
学
観
で
あ
り
、
人
間

理
性
の
究
極
目
的
に
関
す
る
道
徳
哲
学
を
最
上
位
に
置
く
哲
学
観
で

あ
る
（A

838f./B866f.

）。
こ
の
と
き
「
世
界
概
念
」
と
は
、「
あ
ら

ゆ
る
人
が
必
然
的
に
関
心
を
も
つ
も
の
に
関
す
る
概
念
」（A

839/
B868A

nm
.

）
を
意
味
す
る
。
本
文
中
の
引
用
文
に
お
け
る
「
第
二

の
立
場
」
の
内
容
を
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
世
界
概
念
が
世
界
市
民

概
念
と
相
互
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
11
）　

哲
学
史
記
述
に
お
い
て
、
大
西
は
カ
ン
ト
の
哲
学
的
平
和
論
に
わ

ず
か
し
か
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
当
該
箇
所
で
は
、「
平
和
」

と
い
う
概
念
は
用
い
ら
れ
ず
、「
文
明
上
の
進
歩
」
が
語
ら
れ
る
の

み
で
あ
る
。（『
大
西
博
士
全
集
』
第
四
巻
、
五
六
八
頁
か
ら
五
六
九

頁
）。
二
〇
世
紀
の
二
度
の
世
界
大
戦
は
も
と
よ
り
日
露
戦
争
も
知

ら
な
い
大
西
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
仕
方
の
な
い
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
中
江
兆
民
の
事
例
等
を
参
照
し
つ
つ
、

再
検
討
さ
れ
る
べ
き
論
点
で
あ
る
。

（
12
）　

社
会
的
不
平
等
を
論
じ
る
哲
学
と
し
て
は
、
カ
ン
ト
よ
り
も
そ
の

後
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
一
日
の
長
を
見
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
両
者
の

経
験
し
た
資
本
主
義
の
発
達
段
階
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
大
西
も

ま
た
、
先
に
引
用
し
た
論
文
「
国
家
主
義
の
解
釈
（
教
育
の
方
針
）」

に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
所
説
に
言
及
し
て
い
る
（
同
書
、
一
五
七

頁
）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
論
文
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
言

及
は
見
ら
れ
な
い
。

（
13
）　

カ
ン
ト
の
人
権
論
と
定
言
命
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙

論
で
論
じ
た
。
拙
論
「
人
権
と
人
間
愛
」、
日
本
カ
ン
ト
協
会
編
『
カ

ン
ト
と
人
権
の
問
題
』、
日
本
カ
ン
ト
研
究
10
、
理
想
社
、
二
〇
〇

九
年
。

（
14
）　

こ
の
視
点
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
、
特
に
そ
の
第
Ⅲ
章
が
参
考
に

な
る
。
吉
見
俊
哉
『
大
学
と
は
何
か
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
一
年
。


